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丹波市中小企業者 物価高騰対策支援金のご案内 

原油価格や各種原材料費等高騰の影響を受け、厳しい経営状況に直面されている市内の中小企業

者の事業継続を支援するため、「丹波市中小企業者物価高騰対策支援金」を交付します。 

【申請期間】令和６年２月 22 日（木）～令和 6 年 7 月 31 日（水） 

【交付金額】一律１０万円 （1 事業者あたり） 

【主な要件】次の①～③すべてに該当する中小企業者 

①令和 5 年の「売上原価」と「経費」の合計額が 360 万円以上であること。 

②令和 5 年の「売上総利益率（粗利率）」または「営業利益率」が、前年（令和 4 年）または 

前々年（令和 3 年）と比較し、10％以上減少していること。 

③法人：丹波市に本社本店を有すること。 

 個人事業者：市内に住所を有すること または 市外に居住し、市内のみに事業所を有すること 

※詳細な要件につきましては丹波市ホームページをご確認ください。 

https://www.city.tamba.lg.jp/site/shokoshinko/bukkakoutoutaisakusien.html 

【申請方法】オンライン・郵送・窓口（春日庁舎/商工振興課）※各支所は書類受付のみ 

【問合せ】丹波市役所 経済産業部 商工振興課 TEL：0795-74-1464  

こころの健康づくりに関するお知らせです。3 月は自殺対策強化月間です。 

眠れない、食欲がない、不安があるなど不調や悩みを感じていませんか。全国では 40～60 歳

代の自殺率が高い傾向にあり、丹波市でも同様の傾向にあります。丹波健康福祉事務所では相談

できる機関一覧のリーフレットを作成しています。電話や SNS の相談窓口もあります。人に話す

ことで、気持ちが落ち着くことがあります。悩みや気持ちを伝えてみませんか。 

詳しくは QR コードを読み取ってご確認ください。 

【問い合わせ】丹波健康福祉事務所 地域保健課 TEL：0795-73-3654  

柏原ロータリークラブ創立 60周年記念講演会“ここに未来の扉を拓く鍵がある！”  

世界に突き抜けるローカルを創る～Local ＆Global の挑戦～ 

【日時】令和 6 年 4月 13 日（土） 開場 13：00  開演 13：30（15：00 終了予定） 

【場所】POP UP HALL（丹波市氷上町本郷 300 番地） 

【講師】（一社）豊岡アートアクション理事長 

福知山公立大学客員教授 

【問合せ先】柏原ロータリークラブ TEL：72-2840 

中貝宗
なかがいむね

治
はる

 氏 入場無料 

https://www.city.tamba.lg.jp/site/shokoshinko/bukkakoutoutaisakusien.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 雇用保険料率のご案内 
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教育訓練支援・女性従業員教育訓練支援・社内研修会支援の申請をされて、既に事業を終えられ

報告・請求がまだの事業所様は、速やかに実施報告書（様式２）及び助成金請求書（様式３）の提

出をお願いいたします。 

また、健康診断を受診され、検診料助成金申請書兼請求書（様式 1）の提出がまだの事業所様に

つきましても速やかにご提出をお願いいたします。 

【申請期限】３月 19 日（火）必着 

各種様式は商工会ホームページよりダウンロードできます。 

https://tanba.or.jp/downloads/359/ 

【問合せ】丹波市商工会 経営支援課 TEL:82-3476 

雇用維持安定支援事業を活用の皆様へ 

令和６年4月1日～令和７年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。（令和5年度と同率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
①労働者 

負担 

②事業主負担 

① + ② 

雇用保険料率  

失業給付・育児

休業給付の保険

料率 

雇用保険二事業

の保険料率 

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

（令和 5 年度） 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

農林水産・ 

清酒製造の事業 
7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000 

（令和 5 年度） 7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000 

建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000 

（令和 5 年度） 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000 

 

 

 

◇◆◇ 令和6年度から労災保険料率が変更されます ◇◆◇ 

詳細はこちら↓↓ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rous

ai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html 

 

https://tanba.or.jp/downloads/359/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

